
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  償却方法の変更 

Ｑ：減価償却制度が大幅に見直しされたこ

とを受けて、当社でも減価償却の在り方を見

直してみました。その結果、償却方法を変更

することになりましたが、どのような取扱い

になるのですか？  

 

Ａ：原則は、変更しようとする事業年度開

始の日の前日までに承認申請をしなければな

りませんが、平成19年４月１日以後最初に終

了する事業年度の変更については特例が設け

れられています。 

【解説】 

減価償却制度が大幅に変更されて、償却方

法の見直しをされている会社も多いことでし

ょうが、償却方法を変更する場合、次のよう

に取り扱うこととされています。 

 ［原則］ 

減価償却資産の償却方法を変更しようとす

る場合は、その変更しようとする事業年度開

始の日の前日までに変更承認申請書を提出し

なければなりません。 

 ［特例］ 

減価償却制度の大幅な見直しがあったこと

から、平成19年４月１日以後最初に終了する

事業年度の償却方法を変更しようとする場合

に限り、申告期限までに変更届出書を提出す

ることによって、変更の承認がされることと

なっています。 

なお、この特例は、平成19年４月１日以後

最初に終了する事業年度だけに適用される特

例ですので注意しておいてください。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００８年）平成２０年  金曜日  月４  １ 日  １

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 4 9 4  

 

号 


